
 

別紙２ 業種別の課税対象償却資産の例示 

各業種共通のもの 駐車場設備、受変電設備、自家発電設備、蓄電池設備、舗装路面、庭園、門、塀、外溝、外灯、

ネオンサイン、広告塔、中央監視装置、看板、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、キャビネ

ット、エアコン、パソコン、コピー機、レジスター、金庫等 

小売店 商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫、日よけ等 

飲食店 接客用家具・備品、自動販売機、厨房設備、カラオケセット、テレビ、放送設備、冷蔵庫、冷凍

庫、日よけ、室内装飾品等 

理容業、美容業 パーマ器、消毒殺菌器、サインポール、理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビ等 

クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、給排水設備等 

製パン業、製菓業 窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装機等 

医院、歯科医院 各種医療機器（ベッド、手術台、Ｘ線装置、分娩台、心電計、電気血圧計、保育器、脳波測定

器、ＣＴ装置、ＭＲＩ装置、各種検査機器）、各種事務機器、待合室用いす等 

駐車場事業 柵、照明等の電気設備、駐車装置（機械設備、ターンテーブル）、駐車場料金精算機、白線等 

工場 旋盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備

等 

バー、喫茶・軽食 厨房設備、冷蔵庫、自動食器洗浄器、製氷器、エレクトーン等の楽器、ミラーボール、放送設

備等 

印刷業 各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機等 

建設業 ブロックゲージ、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリート

カッター、ミキサー等 

自動車整備業 

ガソリン販売業 

プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗車

機、コンプレッサー、卓上ボール盤、ジャッキ、溶接機、地下槽、ガソリン計量器、地下タン

ク、照明設備、自動販売機、独立キャノピー等 

木工業 帯鋸、糸鋸、丸鋸機、木工スライス盤、カンナ機、研磨盤等 

鉄工業 旋盤、ボール盤、スライス盤、研削盤、鋸盤、プレス機、剪断機、溶接機、グラインダー等 

ホテル、旅館 ルームインジケータ設備、調光設備、放送設備、洗濯設備、厨房設備、カラオケセット、カー

テン、テレビ、ベッド、冷蔵庫、ボイラー等 

食肉販売業 冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵ケース、肉切機、ミンチ機等 

カラオケボックス カラオケ設備、接客用家具、照明設備等 

農業 ビニールハウス、農耕用車輌（小型特殊自動車を除く）、温室管理装置や乾燥機など農業用機

械設備、農業用器具等 

※１ ただし、家屋として評価されているものは除く。 

※２ 農業用車両のうち小型特殊自動車（トラクター、コンバイン、乗用型の田植え機など）に該当するもの

は、償却資産ではなく軽自動車税の課税対象となりますが、軽自動車の登録（ナンバープレートの取得）

が必要です。 

※３ 太陽光発電設備について 

原則として、事業用・家屋付属設備に関わらず固定資産税（償却資産）の課税対象となります。また、

課税対象の目安として、発電能力が 10kW 以上の太陽光発電設備は原則として課税対象になります。 

 


